
 

 

 

 

県では、ともに目指す！担い手強化支援事業及びもうかる６次化・農商工連携支援事業に係るプランの公平かつ公正

な審査等を行うため、「鳥取県補助金等審査会（日野地区農業関係プラン審査会）」を設置しており、このたび、令和８

年度の審査会委員になっていただける方を募集します。 
 
［募集概要］ 

１ 募集人数  １名 

２ 応募資格  令和８年４月１日現在で次の要件をすべて満たす方 

ア 地域の農業振興、６次産業化及び農商工連携等に関心があり、事業実施の妥当性を公平公正に判断し、意見を

述べていただける方であること 

イ 鳥取県内在住の満１８歳以上の方であること 

ウ 任命時に、県の他の執行機関及び附属機関の委員に就任していない、又は就任する予定のないこと 

エ 主に日野振興センター（日野町根雨）で平日に開催する審査会の会議に参加できること 

オ 鳥取県暴力団排除条例（平成２３年鳥取県条例第３号）に規定する暴力団員等でないこと 

カ 国会議員、県議会議員、県職員、市町村長及び市町村議会職員でないこと 

３ 募集期間  令和８年２月２５日（水）から令和８年３月１１日（水）まで（必着） 

４ 応募方法 

別紙応募用紙に必要事項を記入の上、応募してください。（郵送、電子メール、ファクシミリ、持参いずれも可） 

応募用紙は、西部総合事務所日野振興センターのホームページからダウンロードできるほか、日野振興センター

日野振興局、県庁県民課及び日野郡内の各町役場に応募書類があります。 

【応募先及びお問合せ先】 

鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課農業振興室 

〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨１４０－１ 

電話：０８５９－７２－２００４ ファクシミリ：０８５９－７２－２０１１  

電子メール：hino-shinkou@pref.tottori.lg.jp 

【西部総合事務所日野振興センター(農業振興室)ホームページアドレス】 

https://www.pref.tottori.lg.jp/20500.htm 

※個人情報は、委員の選定及び結果の通知等、本委員会に係る業務にのみ使用いたします。 

５ 選定方法  提出いただいた応募用紙により書面審査を行い、決定します。 

６ 選定結果の通知  速やかに応募者全員に郵送で通知します。 

７ その他  本公募による委員就任は、令和８年度予算成立が前提であり、今後、内容等が変更になることもあ
りますので、あらかじめご了承ください。 

 

 鳥取県補助金等審査会（日野地区農業関係プラン審査会）について  

業務：審査会に出席し、その他の委員とともに、ともに目指す！担い手強化支援事業費補助金及びもうかる６次化・

農商工連携支援事業費補助金の補助対象事業のプラン採択に関する審査等を行っていただきます。 

任期：任命の日（令和８年４月を予定）から令和９年３月３１日まで 

開催回数・頻度：年間３回程度（予定） 

委員報酬等：県の規定により報酬、交通費をお支払いします。 

 

令和８年度 鳥取県補助金等審査会 

（日野地区農業関係プラン審査会） の委員を募集します 


